
Information まちからのお知らせ

1415 2026.1 2026.1 広報ひろの 広報ひろの 2026.1 2026.1 広報ひろの 広報ひろの 

Information　総務課

自治体情報システムの標準化・共通化への対応について
　令和８年３月から町が利用する基幹業務システムが
自治体情報システムの標準化・共通化に対応します。
　これにより、町が発行する通知や納付書等は、国が
標準仕様書で定めるレイアウトに変更となるものがあ
ります。
■自治体情報システムの標準化・共通化とは
　自治体情報システムの標準化・共通化とは、自治体
の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国
が定める標準仕様に準拠したシステム（標準準拠シス
テム）へ移行する取組を指します。

　本取組は「地方公共団体情報システムの標準化に関
する法律」（令和３年９月１日施行）に基づき、全国
の地方公共団体において実施されます。

　標準準拠システムへ移行することにより、これまで
各自治体で独自に定めていた帳票のレイアウトが、標
準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

問  広野町　総務課　☎0240ｰ27ｰ2111

Information　町民税務課

国民健康保険税は２月２日が納期限です
　国民健康保険税（７期）の納期限は、次のとおりです。
■納 期 限　令和８年２月２日（月）
■納付場所　①あぶくま信用金庫　本・支店
　　　　　　②福島さくら農業協同組合　本・支店
　　　　　　③東邦銀行　本・支店
　　　　　　④いわき信用組合　本・支店
　　　　　　⑤ゆうちょ銀行
　　　　　　⑥福島銀行　本・支店
　　　　　　⑦大東銀行　本・支店

　　　　　　　⑧広野町役場　出納室
　　　　　　　⑨コンビニエンスストア
■口座振替日　あぶくま信用金庫
　　　　　　　令和８年２月２日（月）
　　　　　　　その他の金融機関
　　　　　　　令和８年１月29日（木）
　　　　　　　※�口座振替については、振替日前に口

座残高のご確認をお願いします。

問  広野町　町民税務課　☎0240ｰ27ｰ4160

Information　双葉地方広域市町村圏組合

令和８年１月から小型充電式電池の拠点回収をはじめます
　スマートフォンやモバイルバッテリーのような充電
することで何度も使用できる製品には、リチウムイオ
ン電池等の小型充電式電池が使用されています。
　近年、小型充電式電池が原因でごみ収集車・処理施
設での火災事故が全国的に多発しております。
　火災事故を防ぐため、令和８年１月から各町村役場
および双葉地方会館で回収ボックスを設置しての回収
を開始します。
　ごみステーションには出さず、絶縁をしてから上記
の方法で排出をお願いいたします。
※�南部衛生センター・北部衛生センターでも回収をし

ます。他のごみとは分けて、十分にお気を付けてお
持ちください。

※�電池が取り外せない製品はそのまま入れてくださ
い。

※�膨張・破損しているものはペール缶に入れてくださ
い。

※�乾電池・ボタン型電池・コイン型電池・事業活動に
伴い発生する電池は、回収ボックスには入れられま
せん。

※�乾電池は、指定ごみ袋には入れずにレジ袋等に入れ、
「電池」などと明記し、燃えないごみの日にごみス
テーションへ。ボタン型・コイン型電池は販売店の
リサイクル回収へ。

　皆様のご協力をお願いいたします。

電動歯ブラシ ハンディファン ワイヤレスイヤホン ゲーム機
など

回収ボックスに入れられる電池（このマークが目印です。)

リチウムイオン電池 ニカド電池 ニッケル水素電池

※マークが無い場合でも、
　左記３種類の電池および
　使用製品は回収します。

回収対象製品の一例

スマートフォン 加熱式たばこ モバイルバッテリー 電気シェーバー

問   双葉地方広域市町村圏組合　事務局環境福祉課　☎0240ｰ22ｰ3333　
　   南部衛生センター　☎0240ｰ25ｰ4609　　北部衛生センター　☎0240ｰ35ｰ5454

Information　町民税務課

町が発行する文書の文字が標準化されます
行政事務標準文字の導入について
　政府は、効率的な行政サービスを提供するため全国
の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化
を進めており、自治体ごとにコンピューターで管理す
る文字を統一規格である「行政事務標準文字」に変更
することで、すべての自治体で同じ文字を使用するこ
とが可能になりました。
　その一環として、町の住民基本台帳システムで使用
する文字についても令和８年３月から「行政事務標準
文字」に変更することになりましたのでお知らせいた
します。
　これらにより、住民票の写しや各種証明書など、町
が発行し皆様へお送りするお知らせなどに記載される
名前や住所の文字の表記が、今までと違ったデザイン
になる場合があります。
　具体的には部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の
長さの違いなどがあり、デザインの差（「字形」の違
い）の範囲内で変わる場合がありますが、漢字の骨組
み（「字体」 の違い）は変わりません。

　行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印
刷物、コンピューター処理などで使われるものであっ
て、住民の方が同じ文字を使用しなければならないと
いうものではありません。なお、戸籍では従来の文字
を保持し続けます。
問  広野町　町民税務課　☎0240ｰ27ｰ4160

自分たちの町は自分たちで守る
広野町消防団　団員募集
広野町婦人消防隊　隊員募集

活動内容や待遇などの詳細は
問 広野町 環境防災課　☎0240-27-2114

広野町ホームページで情報を
いち早くお伝えします！
　広野町から「お知らせ」や「まちの
話題」、「イベント」などの情報をいち
早くお伝えしています。ぜひご確認く
ださい。

「広野町」を検索


